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平成２６年度補正予算 ＩＣＴまち・ひと・しごと創生推進事業 

実施要領 
 

１  事業の目的 
 

昨年１２月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」においては、「農業、

医療、教育、防災など各分野で地域が直面する課題解決に貢献し、各地域の産業や行政の

効率化、生産性向上を通じて地域の活性化に資するＩＣＴの利活用を推進する。」とされ

ているところ。 

他方、総務省では、地域活性化や雇用の創出等、地域が抱える様々な課題の解決に貢献

するため、平成２４年度より「ＩＣＴ街づくり推進事業」として全国２７カ所において地

域実証プロジェクトを実施し、ＩＣＴを活用した街づくりの成果事例を形成してきたとこ

ろ。本事業は、これらの成果事例において構築したシステムの「横展開」や「自立的」「持

続的」な推進体制の整備等を通じて、まち・ひと・しごと創生に寄与することを本事業の

目的として実施する。 

 

 

２  事業の概要 

 
（１）公募する事業 

公募する事業は次のいずれかの要件を満たすものとする。 

＜要件①＞ 

これまで全国２７箇所において実施してきたＩＣＴを活用した街づくり（以下、「Ｉ

ＣＴ街づくり推進事業」という。）の成果事例を活用し、これら成果事例において構築

したシステムの「横展開」や「自立的」「持続的」な推進体制の整備等を通じて、農業、

医療、教育、防災など各分野で地域が直面する課題解決に貢献するとともに、地域の活

性化に資するもの。 

（例）センサーネットワークによる鳥獣被害対策 

個人番号カードの導入を想定したＩＣカードの利活用 

クラウドとロボットセンサーを活用した森林資源の情報共有 等 

（具体的な成果事例の内容については別紙３を参照） 

＜要件②＞ 

ＩＣＴの利活用を推進し、企業活動変革による地域の業務の効率化や、地域拠点の活

用などを通じて、地域の産業の効率化や生産性向上に貢献するとともに、地域の活性化

に資するもの。 

（例）クラウドサービスを活用した共通基盤の構築による営業情報の共有 等 

 

（２）実施団体の要件 

別添１「情報通信技術利活用事業費補助金（一般会計）交付要綱」（以下、「交付要綱」

という。）第４条に規定する者とする。 

 

（３）補助対象経費の範囲 

交付要綱別表及び本実施要領別添に規定するとおり。 

別紙１ 
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なお、補助事業の目的遂行に必要と認められない経費及び一般的に合理的と認められる

範囲を超える経費等については、原則として補助対象とならない。 

使用できない経費の例示は以下のとおり。 

 

（ア）補助事業の目的遂行に必要と認められない経費 

 建物等施設の建設、不動産取得に関する経費 

 補助事業の遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費 

 事業実施に必要のない外国旅費等（特に外国旅費については、補助事業の目的達成

のために必要不可欠なものに限る。） 

 実施団体が負担する経費振込手数料 

 知的財産の維持管理に係る経費 

 補助事業に直接係わらない事務的な打ち合わせに係る経費 

 総務省の検査を受検するために要する旅費 

 学会年会費、為替差損に係わる経費等 

 借入金などの支払利息及び遅延損害金 

 その他、補助事業の遂行に関係のない経費（例えば、酒、煙草、手土産、接待費等。

イベントや学会等への参加費に懇親会費・食事代等が含まれている場合は、参加費

のみが計上可能。） 

（イ）一般的に合理的と認められる範囲を超える経費 

 経済合理性を欠いた高額取引により生じた経費 

 選定理由を欠く随意契約等により生じた経費 

 自社調達又は 100%子会社等から調達を行う場合の調達価格に含まれる利益相当額 

 タクシー料金、鉄道のグリーン料金、航空機のビジネスクラス料金等（タクシーの

使用は明確かつ合理的な理由があれば認められる場合がある。）  

 鉄道料金及び航空機料金について、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済

的かつ合理的と認められる範囲を超える運賃 

 社会通念上相当と認められる範囲を超える日当及び宿泊費 

 その他、公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費 

（ウ）補助事業対象期間外の経費 

 交付決定日以前に発注した経費、又は、補助事業期間中に検収又は支払いが終了し

ていない経費。ただし、補助事業期間終了前 1 カ月以内にやむを得ず調達を行う場

合などで、支払いが補助期間外となる相当の事由を証明した場合は、経費計上でき

る（例：人件費に関して、給与等の支払いが月末締めの翌月になる場合）。 

 

上記の他、補助事業における経理処理については、別添２「平成２６年度補正予算   

ＩＣＴまち・ひと・しごと創生推進事業 経理処理解説（総論編）」に従うこと。 

 

（４）補助金の交付額 

補助率は実施団体の属性に従い、以下のとおりとする。 

実施団体の属性 補助率 

１ 小規模地方公共団体（※）の場合 定額（上限３,０００万円）又は１／２ 

２ １以外の地方公共団体又は民間事業

者等の場合 

１／２ 

※ 小規模地方公共団体とは、都道府県、政令指定都市、中核市、特例市及びこれらが

参画する特別地方公共団体を除いた地方公共団体をいう。 

※ 補助事業に係る事業費の下限額は、１００万円とする。 
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（５）補助事業の留意事項 

 実施団体は、補助事業の完了する日の属する会計年度の翌年度から起算して５年以内の

間、補助事業の実施を通じて得られた収益の状況を報告しなければならない。また、当

該報告により相当の収益が生じたと認められる場合は、交付した補助金の全部又は一部

を国に納付させることがある。 

 補助事業の実施に当たっては、重複して他省庁（国）の公的な補助金等の交付を受ける

ことはできない。 

 本事業は直接補助事業であり、間接補助事業者への補助金の交付は認めない。 

 

３  提案手続 
 

（１）提出書類 

ア 様式１ 企画提案書（概要） 

イ 様式２ 実施計画書 

ウ 様式３ 実施体制説明書 

エ 様式４ 事業スケジュール 

オ 様式５ 資金計画書 

カ 様式６ 事業概要イメージ図 

キ 様式７ 申請者概要説明書（実施団体が民間事業者等の場合のみ） 

 
（２）その他の補足資料 

提案を補足する資料があれば、Ａ４版（様式自由）１０ページ以内で添付すること。 

 

（３）提出期限 

平成 27 年３月 20 日（金）午後５時（必着） 

（郵送の場合は同日付け必着） 

 

（４）提出部数等 

提出書類（提出書類及びその他の補足資料）は、正本（１部）、副本（２部）及び電子

媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）１枚を提出すること。 

 

（５）提出先 

本実施要領「７ 実施要領に関する問い合わせ先」へ持参又は郵送により提出すること。

なお、採択された提案書は、総務省ホームページ等で公開する場合があり、提出された提

出書類等の返却はしない。 

 
４  交付決定先の選定及び採択 
 

（１）選定方法 

外部有識者による評価会を開催し、その結果に基づき交付決定先を選定する。評価は書

面審査及びヒアリングにより行う。ヒアリングの実施については、書面審査通過者に対し

総務省より別途通知する。なお、評価に際し、提案者に対して追加資料の提出等を求める

場合がある。 
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（２）選定のポイント 

交付決定先の選定に当たっては、以下の項目に基づき、総合的に評価を行う。評価会で

の検討により選定基準に変更が生じた場合は、別途公表する。なお、以下に挙げた項目以

外の要素を追加した提案を行うことを妨げない。 

 

Ⅰ 共通事項 

①  事業内容が、本事業の実施地域において策定予定である「地方版総合戦略」に沿

ったものであり、本事業の実施が同戦略の推進に寄与するものであること。 

 

②  実施体制、事業スケジュール、資金計画等を含めて事業の実施計画が無理なく効

率的に組まれており、事業の確実な実施・運営が見込めること。 

 
③  原則としてクラウドを活用した効率的な計画となっていること。加えて、本事業

の実施を通じて期待される事業の成果（費用対効果等）が定量的に示されており、

地域の活性化に資する根拠が具体的かつ明確に示されていること。 

 
④  本事業の終了後も地域において「自立的」「持続的」に事業を継続し、更なる横展

開を推進していくための体制の整備等に係る計画が具体的かつ明確に示されている

こと。 

 

Ⅱ 要件別事項 

＜要件①の場合＞ 

 「ＩＣＴ街づくり推進事業」で得られた成果事例の「横展開」を図ろうとするも

のであり、対象とするシステムが特定・明示され、かつ、当該「横展開」に係るプ

ロセス（誰がどのように成果事例に係るシステムの「横展開」を図るのか等）が具

体的かつ明確に示されていること。 

 

＜要件②の場合＞ 

 「ＩＣＴ街づくり推進事業」で得られた成果を踏まえつつ、クラウド等のＩＣＴ

の利活用により、地域の中小企業等における業務効率化や生産性向上をどのように

進め、地域の活性化に資することができるのか、その根拠が具体的かつ明確に示さ

れていること。 

 

（３）提案内容の確認・採択・修正 

総務省は、交付決定先を選定した後、提案内容の遂行に支障がないかどうかを確認した

上で、最終的な交付決定を行う。ただし、交付決定に当たっては必要に応じて条件を付す

ことがある。 

また、採択された提案内容については、必要に応じて、総務省と交付決定先との間で調

整の上、修正等を行うことがある。 

 

（４）補助金の支払い 

補助金は、交付決定内容に係る申請書に定められた使途以外への使用は認めない。また、

補助金は事業終了後速やかに実績報告書の提出を受け、補助金額を確定した後、精算払い

により支払う。（特別の事情がある場合には、年度途中で概算払いが認められることもあ

る。） 
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（５）事業結果説明書 

実績報告書の提出に当たっては、同報告書の事業結果説明書において、以下の内容を明

示すること。 

①  構築したシステム・サービスの概略（ネットワーク図等） 

②  事業の運営体制や関係者間の役割分担 

③  事業実施に要した初期費用・運営費用 

④  定量的な費用対効果、自立的かつ継続的な運用に向けた収益モデル  等 

 

５  スケジュール 

 

概ね以下のスケジュールを想定している。ただし、諸事情により変更することがある。 

・平成 27 年４月頃：外部有識者による評価、交付決定 

・平成 28 年３月： 実績報告書の提出、額の確定 

 

６  その他 

 

本事業の実施については、本実施要領に定めるところによるほか、新たに取り決めを行

うべき事項が生じた場合には、総務省が速やかにこれを定め、必要に応じて総務省ホーム

ページ（ http://www.soumu.go.jp/ ）で公開するものとする。 

 

７  実施要領に関する問い合わせ先 

 

総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課 

〒100-8926 東京都千代田区霞が関２－１－２ 中央合同庁舎２号館９階 

 担当： 白壁課長補佐、高橋主査、柳官、岩國官 

 電話： ０３－５２５３－５４８２ 

 FAX： ０３－５２５３－５７２１ 

 E-mail： ict-town_atmark_ml.soumu.go.jp 

      ict-sme_atmark_ml.soumu.go.jp 

 ※迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。 

送信の際には、「@」に変更してください。 

  






